
利用環境ＷＧ（第５回）に関する構成員指摘事項の整理 

 

 

議題 意  見 備 考 

佐野委員か

らの発表 

・ ＩＣＴによって影の部分が深刻化する一方で、ＩＣＴを巧く用いることで逆に問題を解決に向かわせることができるので

はないか。 

・ 悪質業者名を公表できない現状を打開するよう、各方面からの要望が必要である。 

・ 発表において指摘された問題は現時点でのものであり、主題であるユビキタスネット社会における問題とは少し異なって

いるのではないか。今の問題であるならば、むしろ制度面での課題と思われる。 

・ 消費者に影の部分を十分に知らせた上で、ユビキタスネット社会の実現に向かうべきである。 

 

「ユビキタ

スネット社

会の課題に

関するアン

ケート」調

査結果につ

いて 

・ 監視とプライバシーの保護といったトレードオフの関係にあるもの等を更に分類していく必要がある。また、ネットの世

界は普通の世界に比べて取り締まりが非常に緩いのが現状である。 

・ 法制度面の対応の遅れと技術開発面の遅れとは本来別のものではないか。 

・ アンケートにより抽出された課題は、今現在直面しているものが多いように思われる。より長期的な視野に立った問題抽

出が必要なのではないか。 

・ ウェブサイトを利用した個人情報の取得、ネットを活用した社会活動ルール等は重要な問題。また、教育のＩＴ活用には

より負の側面からのアプローチが必要 

・ 「電子タグの利用ルール」と「コンテンツやソフトに関する一極集中」といったアメリカにおいて現在問題とされている

ものもより注目されるべき課題ではないか。 

・ ユビキタスネット社会を、日本一国の問題として扱うのか、周辺諸国との関係も視野に入れるべきか、といった観点も必

要。 

・優先２０課題

以外の課題の取

扱について検討

（資料７） 

「ユビキタ

スネット憲

章（仮称）」

について 
（資料９参照） 

 

資料２ 
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利用環境ＷＧ（第５回）議事要旨（案） 

 

１ 日 時 

  平成１６年９月３０日（木） １０時００分から１２時００分 

 

２ 場 所 

  総務省１００２会議室（１０階） 

 

３ 出席者（敬称略） 

（１）  構成員 

堀部政男（座長）、新美育文（座長代理）、井崎直次、大谷和子、岡村久道、佐野真理

子、田島正広、徳広清志、守安隆、脇浜紀子 

（２）  総務省  

鈴木統括官、松井審議官、吉崎総合政策課長、今川総合政策課課長補佐、和久屋総合

政策課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１）佐野委員からの発表 

 （２）「ユビキタスネット社会の課題に関するアンケート」調査結果について事務局より

説明 

 （３）「ユビキタスネット憲章（仮称）」について事務局より説明 

 
 （１）、（２）、（３）に対して以下のような議論が行なわれた。  
 
【佐野委員からの発表について】 
○ ＩＣＴが発展することによる影の部分の深刻化も注目せねばならないが、悪質商法か

らの被害を防ぐための啓発等、逆にＩＣＴを影の部分を解決する用途として検討する余

地があるのではないか。 
 
○ プライバシーの問題により悪質事業者名が公開されない等の現状を打開するよう、各

方面から要望していって欲しい。 
 
○ 佐野委員のおっしゃった問題は現段階における問題が主ではないか。今、主題とされ

ている２０１０年のユビキタスネット社会における問題とは少し異なっているのではな

いか。今ある問題ならば、早急に対応するべきであり、ＩＣＴでなくむしろ制度の問題

なのではないか。 
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○ 消費者に影の部分を十分に知らせた上で、ユビキタスネット社会の実現に向かうべき

である。 
 
【「ユビキタスネット社会の課題に関するアンケート」調査結果について】 
○ 普通の世界であれば明らかに犯罪と言えるものの、ネットの世界においては犯罪に見

えにくいものへの対応、監視とプライバシーの保護といったトレードオフの関係にある

ものへの対応などを更に整理した上で、２０の課題を考える必要がある。 
また、ネットの世界は、普通の世界に比べて取り締まりが非常に緩いのが現状。 

 
○ このアンケート結果に分析を加える場合、対応の十分さが問題なのか、有効性が問題

なのかを区別したものが必要なのではないか。 
 
○ それは、アンケート回答者がどのような認識のもとで回答したのかにも関わってくる

のではないか。 
 
○ 対応表を用意する等、現時点での対応がある程度分かるようにしているものの、アン

ケート回答者がどのような認識、知識のもとで回答したかまでは不明である。 
 
○ 前回の議論にもあるように、このアンケート結果はあくまでさらに議論を加えられる

べきものである。この場で、委員の方々からご意見を頂きたい。 
 
○ 対応に関して、法制度面の対応と技術開発の遅れ等が一括して扱われているが、本来

は別のものではないか。 
 
○ アンケート上位ではないものの中にも、重要であると思われるものが含まれている。

そういったものは、この場の議論において、また抽出されていくものと考えて良いのか。 
 
○ 重要課題の選び方について、アンケートを参考にしつつも、この場での議論で決めて

いくという趣旨である。 
 
○ アンケートによって抽出された課題は現在直面している課題が多いように思われる。

より長期的な視野に立った、将来のユビキタスネット社会を前提とした問題抽出が必要

なのではないか。 
  また、抽出された課題を更に分類化し、分析していく必要があると考える。 
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○ アンケートによって抽出された課題以外で、ユビキタスネット社会において問題にな

るであろうと考えられるものは何か。 
 
○ ウェブサイトを利用した個人情報の取得、ネットを活用した社会活動ルール等は指摘

されるべき問題ではないか。また、教育のＩＴ活用にはより負の側面からのアプローチ

が必要なのではないか。 
 
○ ユビキタスネット社会を、日本一国の問題として扱うのか、周辺諸国との関係も視野

に入れるべきなのかといった観点も必要。 
 
○ 国際比較も、今後取り上げる予定である。 
 
【「ユビキタスネット憲章（仮称）」について】 
○ 「自由で多様な情報流通」と「安全・安心な情報流通」が互いに影響を深く与えてい

るのではないか。 
 
○ 前者が光の側面、後者が影の側面といった分け方をしている。様々な論点を二極化し、

調和を目指すという趣旨でこのような分類となっている。分類、章立て自体から御議論

頂きたい。 
 
○ 「自由で多様な情報流通」と「安全・安心な情報流通」が互いに対立して、調和を要

することもあれば、互いをベースとしあって両立することもある。 
 
○ 二項対立といった分類手法で捉えることができるのか疑問である。 
 
○ 調和はこの文章からでは捉えにくい。むしろ、第１章、２章、３章といった立て方で

なく、条文を１条から１０条まで並立させた方が分かりやすいのではないか。 
 
○ ある程度総括した表現がないと逆に理解しにくいのではないか。 
 
○ 直感的には、自由で多様であるということ、安全で安心であるということという分け

方は理解しやすいと思われる。 
 
○ 政府の対応、民間事業者の対応、あるいは一般国民への呼びかけといった様々なもの

が憲章に包括的に含まれており、分かりにくくなっている。ここは主体を分類するべき

なのではないか。 
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○ 主語を入れていないものが多い。これは、誰が当事者として行うのかといったこと自

体に議論があるためであり、この点に関しても皆様に御議論して頂きたい。 
 
○ 憲章というものは、多くの場合、人がこのような権利を享受することができる、とい

うような書き方をする。主体を明示するのは二次的な問題というスタンスで良いのでは

ないか。 
 
 


